
Plant全国教員研修プラットフォームについて  
(千葉県版）

令和７年度



・令和５年４月から任命権者による校長や教員の　
　研修受講履歴記録の作成が義務化
・この記録を活用して資質能力の向上に関する
　指導助言を行うことを規定

↓
　国（文部科学省）による研修履歴システムの構築
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教育公務員特例法の一部改正により



臨時的任用講師の利用不可 臨時的任用講師の利用可

・対象となる教員の範囲

令和６年度との主な変更点

旧 新
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令和７年度に実装予定の変更点

・アカウント編集権限

 所属、メールアドレスの編集は
 県教育委員会アカウントでのみ可能

 各学校・園の管理職アカウントで
 所属、メールアドレスの編集が可能

旧 新

※実装時期については未定になっております
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研修受講履歴記録システムと
教員研修プラットフォームの一体的構築

【正式名称】：全国教員研修プラットフォーム
（Platform for School Teachers and staff Development)

【通称愛称】：Plant（呼び方：プラント）

１． Plant全国教員研修プラットフォームについて
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 【研修受講履歴記録システム】

　・各教員が受講する各教育委員会の研修などの
　　履歴を記録

　・各教育委員会、学校管理職は所属の教員の履歴に
　　ついて、各教員は自身の履歴についてそれぞれの
　　記録・閲覧が可能
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１． Plant全国教員研修プラットフォームについて



【教員研修プラットフォーム】

・教職員支援機構、各教育委員会、大学等が作成するオンライン研修
   コンテンツを掲載
　

・オンライン上で研修検索、受講申込、受講承認、受講確認等が可能
　

・研修修了後は、自動的に研修受講履歴記録システムに記録
　

・研修と育成指標を紐づけた学びの可視化
　

・外部人材、学生等もゲストユーザとして研修受講が可能　
   ※受講履歴は記録されない。
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１． Plant全国教員研修プラットフォームについて



【対象となる機関】

　県下全市町村の公立学校・園（政令指定都市を除く）
ア　市町村立学校
　　小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
　　育学校、特別支援学校、幼稚園（幼稚園型認定こど
　　も園含む）、幼保連携型認定こども園
イ　県立学校
　　中学校、高等学校（定時制・通信制を含む）、
　　特別支援学校

２．対象となる機関及び教員等の範囲について
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【対象となる範囲】

教育公務員特例法第22条の５の規定による研修履歴の記
録及び同法第22条の６の規定による対話に基づく受講奨
励の対象となる、公立の小学校等の校長及び教員　

２．対象となる機関及び教員等の範囲について
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２．対象となる機関及び教員等の範囲について
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【対象となる教員等】
　　
　教員（再任用を含む）
   　法律上の対象範囲（教育公務員特例法第２条の２）

         校長、園長、副校長、副園長、教頭、主幹教諭、
         主幹養護教諭、主幹栄養教諭、指導教諭、教諭、
         助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、
         主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、
         助保育教諭、講師（臨時的任用講師を含む）



【対象となる教員等】
　　
　法律の対象範囲外（記録は義務ではない）であるが　
　Plantに登録する職員
           
          小中義務教育学校の事務職員、学校栄養職員
          実習助手、寄宿舎指導員

       行政等に異動した者

２．対象となる機関及び教員等の範囲について
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【対象とならない職員】

ア　県立学校の事務職員
イ　会計年度任用職員
ウ　非常勤の講師
エ　県費負担以外の実習助手、寄宿舎指導員

　※ここに該当する職員が研修に申込む際は、研修主催機
　　関に確認しメール等で申込む。
　※ゲストユーザとして本人が登録すれば、大学等主催の
   　オンデマンド研修の視聴等は可能。
　　（その場合、受講履歴は記録されない。）

２．対象となる機関及び教員等の範囲について
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(1)県教育委員会が実施する研修

(2)中核市教育委員会が実施する法定・悉皆研修

(3)独立行政法人教職員支援機構及び
　  独立行政法人国立特別支援教育総合研究所で行う
     中央研修

(4)大学院修学休業により履修した大学院の課程

(5)任命権者が開設した免許法認定講習および認定通信教
     育による単位の修得

３．Plantに必ず記録する研修
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(1) 国や各市町村教育委員会等が実施する研修
　   ※情報伝達や説明会に留まるものは記録の対象としない

(2) 国・県・市町村による研究指定、学校現場で日常的
　　な学びとして行われる一定の校内研修・研究

(3) 自身で参加した研修（自己研鑽を含む）
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４．Plantに記録できる研修



〇管理アカウント・・・・・全てのアカウントの付与
　　　　　　　　　　　　　育成指標の登録

〇教育委員会アカウント・・研修の受講申込・推薦手続き
　　　　　　　　　　　　　研修受講履歴の参照・出力
　　　　　　　　　　　　　受講の承認／否決

〇研修主催者アカウント・・研修の登録、受講者の決定
 　　　　　　　　　　　　  成果確認用アンケート
                                       回答の収集・出力

５．システムの階層と各アカウントの権限について
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〇学校管理職アカウント・・・研修の受講申込・推薦手続き
　　　　　　　　　　　　　　研修受講履歴の参照・出力
　　　　　　　　　　　　　　研修の登録、受講者の決定
　　　　　　　　　　　　　　受講の承認／否決

〇教員等アカウント・・・・・研修の受講申込手続き
　　　　　　　　　　　　　　研修受講履歴の参照・出力

５．システムの階層と各アカウントの権限について
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千葉県教育委員会

県総合教育センター
教育振興部・教育事務所・県総セ・子サポ           

　　　　　　　｜　          　                     
　　　   市町村教育委員会　　　　
　　   （教育委員会・研修主催者）　　　　　
　　　　　　　｜
　　　　市町村立学校・園　　　　 　　   県立学校
　　　　　　（学校管理職）　　　　      　　     （学校管理職）
　　　　　　　｜　　　　　　　                  ｜
　　　　　   教職員　 　　　　　              教職員
　　　　　  　 (教員等）　          　 　　　           （教員等）

※承認ルートは研修によって異なります

承認段階

５．システムの階層と各アカウントの権限について

（管理・教育委員会）
（研修主催者）

※(　)内は各アカウントの権限
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　　　 千葉県教育委員会　　　　 各市町村教育委員会
　　　            （学校管理職）　　　                   　　　（学校管理職）　　　　　　

　　　　　　  ｜　　　　　　　　　　　　 ｜　　　　　　　　
　　　　  行政等職員　　　　　　　    行政等職員
　　　　　　    （教員等）　　 　　　　　　                  （教員等）

　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※(　)内は各アカウントの権限

・国の行政機関に異動した職員
・県の行政機関に異動した職員
・大学及び大学付属の学校・園
　に異動した職員

・市町村教育委員会に
　異動した職員

５．システムの階層と各アカウントの権限について

19



教育委員会アカウント
研修主催者アカウント　　　 ログインIDと
学校管理職アカウント　　　 初回ログイン用パスワードを配付

教員等アカウント
　千葉県のコード(120006)＋英大文字１字(T)＋８桁の職員番　　
　　例）120006T20249999

※市町村立幼稚園・幼保連携型認定こども園の教員等アカウント
　 には、県管理者の作成したログインIDと初回ログイン用パスワ
　 ードを、該当市町村教育委員会に配付済

６．各アカウントのログインIDと初回ログインパスワードについて
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ブラウザ上部にある「URL欄」に

URL【https://plant.nits.go.jp】を入力

または

県総合教育センターWebサイトの

研修履歴システムのバナーからログイン

画面に移動

７．Plantへのアクセスについて

https://plant.nits.go.jp
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https://plant.nits.go.jp/
https://plant.nits.go.jp/


ログインIDと初回ログイン用パスワード（所属へ配付のもの）を入力
↓

任意のメールアドレスを入力（必須）
その他のアカウント情報を確認・編集

↓
パスワードを変更し、任意のパスワードを設定

７．Plantへのアクセスについて

※詳細な操作についてはPlant操作マニュアルの
教員マニュアル4ページ以降をご覧ください
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主催研修事業の登録

・管轄下の教員等に対する主催研修事業をシステムに登録することが可能

・研修内容と育成指標を紐づけ、学びを可視化

・登録した主催研修事業を公開設定することで管轄外からの申込が可能

・他の自治体と共同で研修を主催することが可能

・研修事業番号生成シートを活用し、登録する研修の事業番号を作成

８．研修の登録について【研修主催者アカウント】
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校内研究・研修の登録

・公開研究会など校外からの参加を受け付ける研修の登録が可能。

・研修事業番号生成シートを活用し、希望する研修の事業番号を作成

（県立学校の市町村コードは［30千葉県］、

　市町村立学校・園は所属市町村教育委員会の市町村コード、

　種別コードは［9その他］で作成）

８．研修の登録について【学校管理職アカウント】
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９．大学等の外部団体主催研修の受講について

受講については、管理職と相談の上、各自で申し込みを行ってください。
その他、手続き等は通常の研修と同様に処理をしてください。

Plantでは、大学主催の研修も受講できます

研修検索→フリーワード検索
→興味ある分野に関するキーワードを入力
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他県や千葉市からの異動等で
新規に教員アカウントをシステムに登録する場合

10．教員等アカウントの新規登録について

県総合教育センターWebサイトの「研修／講習」ページから
研修履歴システムPlantアカウント登録用紙をダウンロード

↓
必要情報を入力して登録用紙内に記載のアドレスへ

電子メールにて送付

※新規採用教職員及び退職者については
  県総合教育センターにて一括してアカウントの登録及び削除
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履歴の移行手順

11．国、他県もしくは千葉市立学校（園）への異動するとき
　　の履歴の移行について

県総合教育センターWebサイトの「研修／講習」ページから
研修履歴システムPlant内

「国、他県及び千葉市立学校（園）との異動について」
↓

フォルダ内のExcelファイルをダウンロード
↓

ファイル内の指示に従って履歴の移行
※異動先で新しいIDが付与されてから作業を行ってください。

27
※詳しい操作は、同フォルダ内のマニュアルを参照してください。

https://www.ice.or.jp/nc/cabinets/cabinet_files/index/971/8af03aea859aeeeb31ecd64761f56ae7?frame_id=783


【掲載場所】　
　県総合教育センターWebサイト
　「研修／講習」ページ　→　Plant関係資料キャビネット

【掲載資料】　
・01_Plant操作マニュアル
・02_Plant説明資料（千葉県版）
・03_Plantアカウント登録用紙
・04_研修作成資料（研修主催者及び管理職用）
・05_国、他県及び千葉市立学校（園）との異動について
・修了認定の確認方法について

12．Plant関係資料について
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・システムの不具合や操作方法はPlantヘルプデスクへ
    ログイン後TOP画面右上【お問い合わせ】から

・システムの運用やアカウント登録に関する問合せは
　県総合教育センター研修企画部情報活用支援班へ
　　　メール　kk_ius@mz.pref.chiba.lg.jp
　　　電　話　043(212)7220

・研修に関する問合わせは、各研修主催者へ

13．問合せについて
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